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獣医療法第５条に規定される管理者の考え方 
   

このことについて、平成 27 年 9 月 18 日付け 27 消安第 3454 号をもって、

農林水産省消費･安全局畜水産安全管理課長から別添のとおり通知がありまし

た。 

このたびの通知は、獣医療法第５条に規定された診療施設の管理者について

は、事務次官依命通達により、「責任の所在を明確にする観点から、一人であり、

かつ、診療時間中は当該診療施設に常勤することが適当」とされているが、当

該施設が飼育者のニーズに対応して24時間診療を行う場合や、管理者の外勤、

出張等も考慮し、その診療施設が定めた獣医師の所定労働時間を勤務していれ

ば「常勤」として差し支えないこととし、これを周知するものです。 

つきましては、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。 
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